
この説明書は、⾦融商品取引法第46条の4の規定に基づき、全ての営業所若しくは事務所に備え置いて
公衆の縦覧に供するため、⼜はインターネット等で公表するために作成したものです。



I. 当社の概況及び組織に関する事項

1. 商号 

モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント株式会社

2. 登録年⽉⽇（登録番号）

登録年⽉⽇ 2007年9⽉30⽇
登録番号 関東財務局⻑（⾦商）第410号

3. 沿⾰及び経営の組織

(1) 会社の沿⾰

年⽉ 沿⾰
1987年2⽉ モルガン･スタンレー投資顧問株式会社設⽴
1987年3⽉ 投資顧問業登録
1987年9⽉ 投資⼀任業務認可
1995年8⽉ 投資信託委託業務の免許取得に伴い、「モルガン･スタンレー･アセット･マネジメント投信株

式会社」に商号変更
2003年10⽉ 親会社が「モルガン・スタンレー・インターナショナル・インコーポレイテッド」から

「モルガン･スタンレー・インターナショナル・ホールディングス・インク」に変更
2007年11⽉ 親会社が「モルガン･スタンレー･ホールディングス株式会社」に変更
2012年4⽉ 「モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント株式会社」に商号変更
2018年11⽉ 第⼀種⾦融商品取引業登録

(2) 経営の組織

1



4. 株主の⽒名⼜は名称並びにその株式の保有数及び総株主等の議決権に占める当該株式に係る議決権の
数の割合

⽒名⼜は名称 保有株式数 割合
モルガン・スタンレー・ホールディングス株式会社 4,504株 100%
計1名 4,504株 100%

5. 役員の⽒名⼜は名称

役職名 ⽒名⼜は名称 代表権の有無 常勤・⾮常勤の別
代表取締役社⻑ ⾸藤 正浩 有 常勤
取締役 ⻑⾕川 廉 無 常勤
取締役
チーフ・アドミニストラティブ・オフィサー 兼  運⽤部⻑ 
兼    リスク管理部⻑

栃倉 亮作 無 常勤

監査役 根本 政雄 無 常勤
（注） ⻑⾕川廉は2025年１⽉31⽇付で当社取締役を辞任、⾦⼦和義が2025年２⽉１⽇付で取締役に就任しております。

また、2025年２⽉１⽇付の⼈事異動により、⾦⼦和義の役職は「取締役 チーフ・アドミニストラティブ・オフィサー 兼 
リスク管理部⻑」、2025年２⽉６⽇付の⼈事異動により、栃倉亮作の役職は「取締役 運⽤部⻑ 兼 マーケティング推進
部⻑」となっております。

6. 政令で定める使⽤⼈の⽒名

(1) ⾦融商品取引業に関し、法令等（法令、法令に基づく⾏政官庁の処分⼜は定款その他の規則をいう。）を遵
守させるための指導に関する業務を統括する者（部⻑、次⻑、課⻑その他いかなる名称を有する者であるか
を問わず、当該業務を統括する者の権限を代⾏し得る地位にある者を含む。）の⽒名

⽒名 役職名
板垣 紀⼦ 法務・コンプライアンス部 コンプライアンス部⻑

(2) 投資助⾔業務（⾦融商品取引法第28条第６項に規定する投資助⾔業務をいう。）⼜は投資運⽤業（同条第
４項に規定する投資運⽤業をいう。）に関し、助⾔⼜は運⽤（その指図を含む。）を⾏う部⾨を統括する者
（⾦融商品の価値等（⾦融商品取引法第２条第８項第11号ロに規定する⾦融商品の価値等をいう。）の分
析に基づく投資判断を⾏う者（投資助⾔業務に関し当該投資判断を⾏う者にあっては、第⼀種⾦融商品取引
業（有価証券関連業に該当するものに限る。）に係る外務員の職務を併せ⾏うものを除く。）を含む。）の
⽒名

⽒名 役職名 ⽒名 役職名
栃倉 亮作 取締役 運⽤部⻑ 江尻 昌彦 ファンド・マネジャー
巽 俊蔵 ファンド・マネジャー ⻄野 正樹 ファンド・マネジャー
吉⾒ 旨訓 ファンド・マネジャー ⾜⽴ 鉄平 ファンド・マネジャー
桑添 昌計 ファンド・マネジャー 吉原(⽯川) 真央⼦ ファンド・マネジャー
保⺟ 和也 ファンド・マネジャー ⽯原 暁 ファンド・マネジャー
髙川 耕平 ファンド・マネジャー 髙堂 和英 ファンド・マネジャー

7. 業務の種別

⾦融商品取引業

(1) 第⼀種⾦融商品取引業（法第28条第1項第1号に掲げる⾏為に係る業務）
(2) 第⼆種⾦融商品取引業
(3) 投資助⾔・代理業
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(4) 投資運⽤業
(5) ⾦融商品取引業に付随する業務（法第35条第1項に規定する業務）

8. 本店その他の営業所⼜は事務所の名称及び所在地

名称 所在地
本店 〒100－8109

東京都千代⽥区⼤⼿町⼀丁⽬9番7号
⼤⼿町フィナンシャルシティサウスタワー

9. 他に⾏っている事業の種類

該当事項はありません。

10. 苦情処理及び紛争解決の体制

(1) 第⼀種⾦融商品取引業に係る苦情処理措置及び紛争解決措置

当社は、特定⾮営利活動法⼈ 証券・⾦融商品あっせん相談センター（以下、「FINMAC」という。）と第⼀種⾦
融商品取引業務に係る⼿続実施基本契約を締結し、苦情の処理及び紛争の解決を図ることとしております。

(2) 第⼆種⾦融商品取引業に係る苦情処理措置及び紛争解決措置

当社は、加⼊している⼀般社団法⼈第⼆種⾦融商品取引業協会が業務委託しているFINMACが⾏う苦情の解決及
びあっせんにより、苦情の処理及び紛争の解決を図ることとしております。

(3) 投資運⽤業に係る苦情処理措置及び紛争解決措置

当社は、加⼊している⼀般社団法⼈投資信託協会及び⼀般社団法⼈⽇本投資顧問業協会が業務委託している
FINMACが⾏う苦情の解決及びあっせんにより、苦情の処理及び紛争の解決を図ることとしております。

(4) 投資助⾔・代理業に係る苦情処理措置及び紛争解決措置

当社は、加⼊している⼀般社団法⼈⽇本投資顧問業協会が業務委託しているFINMACが⾏う苦情の解決及びあっ
せんにより、苦情の処理及び紛争の解決を図ることとしております。

11. 加⼊する⾦融商品取引業協会及び対象事業者となる認定投資者保護団体の名称

(1) 加⼊する⾦融商品取引業協会

• ⽇本証券業協会
• ⼀般社団法⼈ 投資信託協会
• ⼀般社団法⼈ ⽇本投資顧問業協会
• ⼀般社団法⼈ 第⼆種⾦融商品取引業協会

(2) 対象事業者となる認定投資者保護団体

該当事項はありません。

12. 会員⼜は取引参加者となる⾦融商品取引所の名称⼜は商号

該当事項はありません。

13. 加⼊する投資者保護基⾦の名称

⽇本投資者保護基⾦
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II. 業務の状況に関する事項

1. 当期の業務の概要

投資顧問部においては、国内投資⼀任契約件数は78件から74件へと4件減少し、当事業年度末における運⽤資産総額
については6,627億円から6,690億円へと増加いたしました。
投資信託部においては、私募投資信託の１ファンドの新規設定を⾏いましたが、私募投資信託４ファンドの償還があ
りました。預かり資産は元本ベースで3,045億円から3,310億円へと増加いたしました。

当期の業績につきましては、営業収益は前年度の15,677百万円から3,529百万円増加し、19,206百万円となりまし
た。営業費⽤は前年度の10,706百万円から2,731百万円増加し、13,438百万円となり、⼀般管理費については前年
度の3,792百万円から261百万円増加し、4,053百万円となりました。この結果、営業利益は前年度の1,177百万円か
ら536百万円増加し、1,714百万円となり、経常利益は前年度の1,197百万円から508百万円増加し、1,705百万円と
なり、当期純利益は前年度の832百万円から390百万円増加し、1,222百万円となりました。

2. 業務の状況を⽰す指標

(1) 経営成績等の推移

（単位︓百万円）
2022年12⽉期 2023年12⽉期 2024年12⽉期

資本⾦ 990 990  1,990 
発⾏済株式総数 4,502株 4,502株 4,504株
営業収益  13,086  15,677  19,206 
受⼊⼿数料  13,086  15,677  19,206 

（委託⼿数料） (-) (-) (-)
（引受け・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の⼿数料） (-) (-) (-)
（募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の取扱い⼿数料） (-) (-) (-)
（その他の受⼊⼿数料）  (13,086)  (15,677)  (19,206) 

（投資⼀任契約の運⽤受託報酬）  (3,215)  (3,101)  (1,888) 
（投資助⾔・代理報酬）  (7,772)  (10,354)  (14,639) 
（投資信託の委託者報酬）  (2,073)  (2,198)  (2,657) 
（その他）  (25)  (22)  (19) 

トレーディング損益  -  -  - 
純営業収益  13,086  15,677  19,202 
経常損益  1,038  1,197  1,705 
当期純利益  710  832  1,222 

※ 単位未満は切り捨て表⽰

(2) 有価証券引受・売買等の状況

①  株券の売買⾼の状況（電⼦記録移転有価証券表⽰権利等に係るものを除く。）

該当事項はありません。

①-2 株券の売買⾼の状況（電⼦記録移転有価証券表⽰権利等に係るものに限る。）

該当事項はありません。
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②  有価証券の引受け及び売出し並びに特定投資家向け売付け勧誘等並びに有価証券の募集、売出し及び
私募の取扱い並びに特定投資家向け売付け勧誘等の取扱いの状況（電⼦募集取扱業務に係るもの及び
電⼦記録移転有価証券表⽰権利等に係るものを除く。）

（単位︓千株、百万円）

区分 引受⾼ 売出⾼

特定投資家
向け売付け

勧誘等の
総額

募集の
取扱⾼

売出しの取
扱⾼

私募の
取扱⾼

特定投資家
向け売付け

勧誘等の
取扱⾼

2022年
12⽉期

株券 - - - - - - -
国債証券 - - - -
地⽅債証券 - - - -
特殊債券 - - - - - - -
社債券 - - - - - - -
受益証券 - - 0 -
その他 - - - - - - -

2023年
12⽉期

株券 - - - - - - -
国債証券 - - - -
地⽅債証券 - - - -
特殊債券 - - - - - - -
社債券 - - - - - - -
受益証券 - - 7,120 -
その他 - - - - - - -

2024年
12⽉期

株券 - - - - - - -
国債証券 - - - -
地⽅債証券 - - - -
特殊債券 - - - - - - -
社債券 - - - - - - -
受益証券 - - 6,308 -
その他 - - - - - - -

※ 単位未満は切り捨て表⽰

②-2 有価証券の引受け及び売出し並びに特定投資家向け売付け勧誘等並びに有価証券の募集、売出し及び
私募の取扱い並びに特定投資家向け売付け勧誘等の取扱いの状況（電⼦募集取扱業務に係るものに限
る。）

該当事項はありません。

②-3 有価証券の引受け及び売出し並びに特定投資家向け売付け勧誘等並びに有価証券の募集、売出し及び
私募の取扱い並びに特定投資家向け売付け勧誘等の取扱いの状況（電⼦記録移転有価証券表⽰権利等
に関する業務に係るものに限る。）

該当事項はありません。

(3) その他業務の状況

特記事項はありません。
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(4) ⾃⼰資本規制⽐率の状況

（単位︓%、百万円）
2022年12⽉期 2023年12⽉期 2024年12⽉期

⾃⼰資本規制⽐率（A/B×100） 229.2% 203.3%  231.1 %
固定化されていない⾃⼰資本（Ａ） 7,822 8,641  11,856 
リスク相当額（Ｂ） 3,411 4,248  5,130 
市場リスク相当額 51 65  101 
取引先リスク相当額 492 660  847 
基礎的リスク相当額 2,867 3,522  4,180 
暗号資産等による控除額 - - -

※ 単位未満は切り捨て表⽰

(5) 使⽤⼈の総数及び外務員の総数

（単位︓名）
2022年12⽉期 2023年12⽉期 2024年12⽉期

使⽤⼈ 68 71 73
（うち外務員） (9) (10) (13)

※ 使⽤⼈兼務役員は使⽤⼈数に含めておりません。

(6) 役員の業績連動報酬の状況（投資運⽤業を⾏う⾦融商品取引業者に限る。）

該当事項はありません。
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III. 財産の状況に関する事項

1. 経理の状況

(1) 貸借対照表

（単位︓百万円）
前事業年度

（2023年12⽉31⽇）
当事業年度

（2024年12⽉31⽇）
資産の部

流動資産
現⾦・預⾦  3,327  5,640 
未収委託者報酬  686  887 
未収運⽤受託報酬  1,582  917 
未収投資助⾔報酬  5,452  7,380 
未収収益  19  21 
⽴替⾦ -  15 
前払費⽤  26  26 
流動資産計  11,094  14,889 

固定資産
有形固定資産  3  3 

器具備品  3  3 
投資その他の資産  62  68 

繰延税⾦資産  62  68 
固定資産計  65  71 

資産合計  11,159  14,961 
負債の部

流動負債
預り⾦  0  0 
未払⾦  584  734 

未払償還⾦  6  6 
未払⼿数料  12  13 
その他未払⾦  566  715 

未払費⽤ ※１  1,615 ※１  1,896 
⼀年内返済予定の関係会社⻑期借⼊⾦ - ※１  700 
未払法⼈税等  226  373 
流動負債計  2,426  3,705 

固定負債
関係会社⻑期借⼊⾦ ※１  700  - 
その他の固定負債  0  0 
固定負債計  700  0 

負債合計  3,127  3,705 
純資産の部

株主資本
資本⾦  990  1,990 
資本剰余⾦  765  1,765 

資本準備⾦  765  1,765 
利益剰余⾦  6,277  7,500 

その他利益剰余⾦  6,277  7,500 
繰越利益剰余⾦  6,277  7,500 

株主資本合計  8,032  11,255 
純資産合計  8,032  11,255 

負債・純資産合計  11,159  14,961 
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(2) 損益計算書

（単位︓百万円）
前事業年度

（⾃ 2023年１⽉１⽇
⾄ 2023年12⽉31⽇）

当事業年度
（⾃ 2024年１⽉１⽇

⾄ 2024年12⽉31⽇）
営業収益

委託者報酬  2,198  2,657 
運⽤受託報酬  3,101  1,888 
投資助⾔報酬  10,354  14,639 
その他営業収益  22  19 
営業収益計  15,677  19,206 

営業費⽤
⽀払⼿数料  93  81 
広告宣伝費  32  38 
調査費  62  60 
委託計算費  155  175 
営業雑経費  10,363  13,081 

印刷費 -  2 
諸会費  15  13 
運送費  0 -
その他  10,348  13,066 

営業費⽤計  10,706  13,438 
⼀般管理費

⼈件費  2,383  2,504 
交際費  0  0 
旅費交通費  76 -
租税公課  50  86 
不動産賃借料  250  232 
退職給付費⽤  5 -
器具備品費  179  0 
事務委託費  113 -
諸経費  732  1,229 
⼀般管理費計  3,792  4,053 

営業利益  1,177  1,714 
営業外収益

受取利息  0  0 
為替差益  22 -
雑益  0 -
営業外収益計  22  0 

営業外費⽤
⽀払利息 ※1  2 ※1  3 
為替差損 -  4 
雑損 -  0 
営業外費⽤計  2  8 

経常利益  1,197  1,705 
税引前当期純利益  1,197  1,705 
法⼈税、住⺠税及び事業税  379  489 
法⼈税等調整額  △14  △6 
法⼈税等合計  365  482 
当期純利益  832  1,222 
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(3) 株主資本等変動計算書

前事業年度 ⾃ 2023年１⽉１⽇ ⾄ 2023年12⽉31⽇
（単位︓百万円）

株主資本

純資産
合計資本⾦

資本剰余⾦ 利益剰余⾦

株主資本
合計資本準備⾦

資本剰余⾦
合計

その他
利益剰余⾦

利益剰余⾦
合計

繰越
利益剰余⾦

当期⾸残⾼  990  765  765  5,445  5,445  7,200  7,200 
当期変動額

当期純利益  832  832  832  832 
当期変動額合計  –  –  –  832  832  832  832 
当期末残⾼  990  765  765  6,277  6,277  8,032  8,032 

当事業年度 ⾃ 2024年１⽉１⽇ ⾄ 2024年12⽉31⽇
（単位︓百万円）

株主資本

純資産
合計資本⾦

資本剰余⾦ 利益剰余⾦

株主資本
合計資本準備⾦

資本剰余⾦
合計

その他
利益剰余⾦

利益剰余⾦
合計

繰越
利益剰余⾦

当期⾸残⾼  990  765  765  6,277  6,277  8,032  8,032 
当期変動額

新株の発⾏  1,000  1,000  1,000  2,000  2,000 
当期純利益  1,222  1,222  1,222  1,222 

当期変動額合計  1,000  1,000  1,000  1,222  1,222  3,222  3,222 
当期末残⾼  1,990  1,765  1,765  7,500  7,500  11,255  11,255 
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注記事項

（重要な会計⽅針）
前事業年度

2023年12⽉31⽇
当事業年度

2024年12⽉31⽇
１．外貨建資産及び負債の本邦通貨への換算基準

外貨建⾦銭債権債務は、貸借対照表⽇の直物為替相場
により円貨に換算し、換算差額は損益として処理して
おります。

１．外貨建資産及び負債の本邦通貨への換算基準

外貨建⾦銭債権債務は、貸借対照表⽇の直物為替相場
により円貨に換算し、換算差額は損益として処理して
おります。

２．引当⾦の計上基準

貸倒引当⾦

売上債権、⽴替⾦等の債権の貸倒損失に備えるため、
⼀般債権については貸倒実績率により、回収不能⾒込
額を計上しております。当期においては、過去に貸倒
実績がないことから、貸倒引当⾦の計上はありませ
ん。

２．引当⾦の計上基準

貸倒引当⾦

売上債権、⽴替⾦等の債権の貸倒損失に備えるため、
⼀般債権については貸倒実績率により、回収不能⾒込
額を計上しております。当期においては、過去に貸倒
実績がないことから、貸倒引当⾦の計上はありませ
ん。

３．重要な収益及び費⽤の計上基準 ３．重要な収益及び費⽤の計上基準
「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29
号 2020年３⽉31⽇）及び「収益認識に関する会計基
準の適⽤指針」（企業会計基準適⽤指針第30号 2021
年３⽉26⽇）を適⽤しております。

主な履⾏義務の内容及び収益を認識する通常の時点

「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29
号 2020年３⽉31⽇）及び「収益認識に関する会計基
準の適⽤指針」（企業会計基準適⽤指針第30号 2021
年３⽉26⽇）を適⽤しております。

主な履⾏義務の内容及び収益を認識する通常の時点

(1) 委託者報酬
委託者報酬は当社が運⽤するファンドに係る信託報酬
で、ファンドの⽇々の純資産総額に⼀定率を乗じて算
出された報酬⾦額を、役務を提供し、かつ当該⾦額が
明らかになったときに計上します。

(1) 委託者報酬
委託者報酬は当社が運⽤するファンドに係る信託報酬
で、ファンドの⽇々の純資産総額に⼀定率を乗じて算
出された報酬⾦額を、役務を提供し、かつ当該⾦額が
明らかになったときに計上します。

(2) 運⽤受託報酬
運⽤受託報酬は当社が請け負う投資⼀任契約に係る報
酬で、基本報酬と成功報酬が含まれております。基本
報酬は主に、顧客との契約で定める受託資産額、投資
顧問報酬率、計算期間により算出された報酬⾦額を、
役務を提供し、かつ当該⾦額が明らかになったときに
計上します。成功報酬は、顧客との契約で定める⽬標
を達成し、超過運⽤益が⽣じた場合に、その⼀定割合
として計算される⾦額について、当該報酬が契約上⽀
払われることが確定したときに計上します。

(2) 運⽤受託報酬
運⽤受託報酬は当社が請け負う投資⼀任契約に係る報
酬で、基本報酬と成功報酬が含まれております。基本
報酬は主に、顧客との契約で定める受託資産額、投資
顧問報酬率、計算期間により算出された報酬⾦額を、
役務を提供し、かつ当該⾦額が明らかになったときに
計上します。成功報酬は、顧客との契約で定める⽬標
を達成し、超過運⽤益が⽣じた場合に、その⼀定割合
として計算される⾦額について、当該報酬が契約上⽀
払われることが確定したときに計上します。
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(3) 投資助⾔報酬
投資助⾔報酬は投資顧問契約に基づき、助⾔を⾏うこ
とに係る報酬で、主に、顧客との契約で定めるファン
ドの保有資産額、投資顧問報酬率、計算期間により算
出された報酬⾦額を、役務を提供し、かつ当該⾦額が
明らかになったときに計上します。

（注）顧客との契約に基づく債権は、履⾏義務を充⾜
し、当社が請求する権利を取得したときに貸借対照表
上、主に、未収委託者報酬、未収運⽤受託報酬及び未
収投資助⾔報酬に計上されます。契約期間が１年以内
の契約については、契約獲得の増分コストは発⽣時の
費⽤として計上されます。

(3) 投資助⾔報酬
投資助⾔報酬は投資顧問契約に基づき、助⾔を⾏うこ
とに係る報酬で、主に、顧客との契約で定めるファン
ドの保有資産額、投資顧問報酬率、計算期間により算
出された報酬⾦額を、役務を提供し、かつ当該⾦額が
明らかになったときに計上します。

（注）顧客との契約に基づく債権は、履⾏義務を充⾜
し、当社が請求する権利を取得したときに貸借対照表
上、主に、未収委託者報酬、未収運⽤受託報酬及び未
収投資助⾔報酬に計上されます。契約期間が１年以内
の契約については、契約獲得の増分コストは発⽣時の
費⽤として計上されます。

４．その他財務諸表作成のための基本となる重要な
      事項

４．その他財務諸表作成のための基本となる重要な
      事項

(1) 消費税及び地⽅消費税の会計処理⽅法
消費税及び地⽅消費税の会計処理⽅法は税抜⽅式
によっております。

(2)   グループ通算制度
当社はグループ通算制度を適⽤しております。

(1) 消費税及び地⽅消費税の会計処理⽅法　
消費税及び地⽅消費税の会計処理⽅法は税抜⽅式
によっております。

(2) グループ通算制度
当社はグループ通算制度を適⽤しております。

（重要な会計上の⾒積り）
前事業年度

2023年12⽉31⽇
当事業年度

2024年12⽉31⽇

会計上の⾒積りにより当事業年度の財務諸表にその額
を計上したものであって、翌事業年度の財務諸表に重
要な影響を及ぼす可能性がある事項はありません。 

会計上の⾒積りにより当事業年度の財務諸表にその額
を計上したものであって、翌事業年度の財務諸表に重
要な影響を及ぼす可能性がある事項はありません。 

（貸借対照表関係）

前事業年度
2023年12⽉31⽇

当事業年度
2024年12⽉31⽇

※1. 関係会社に対する⾦銭債務 ※1. 関係会社に対する⾦銭債務

未払費⽤ 34百万円 未払費⽤ 3百万円

関係会社⻑期借⼊⾦ 700百万円 ⼀年内返済予定の関係会社
⻑期借⼊⾦ 700百万円

（損益計算書関係）
前事業年度

⾃ 2023年1⽉1⽇
⾄ 2023年12⽉31⽇

当事業年度
⾃ 2024年1⽉1⽇

⾄ 2024年12⽉31⽇
※1. 営業外費⽤のうち、関連当事者との取引に係る⽀

払利息は2百万円です。
※1. 営業外費⽤のうち、関連当事者との取引に係る⽀

払利息は3百万円です。
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（株主資本等変動計算書関係）

前事業年度
⾃ 2023年１⽉１⽇
⾄ 2023年12⽉31⽇

1. 発⾏済み株式に関する事項
（単位︓株）

株式の種類 当期⾸株式数 当期増加株式数 当期減少株式数 当期末株式数
普通株式 4,502 ̶ ̶ 4,502

2. 配当に関する事項
該当事項はありません。

当事業年度
⾃ 2024年１⽉１⽇

 ⾄ 2024年12⽉31⽇
1. 発⾏済み株式に関する事項

（単位︓株）

株式の種類 当期⾸株式数 当期増加株式数 当期減少株式数 当期末株式数

普通株式 4,502 2 ̶ 4,504

2. 配当に関する事項
該当事項はありません。

2. 借⼊⾦の主要な借⼊先及び借⼊⾦額

（単位︓百万円）

借⼊先の⽒名⼜は名称
2023年12⽉期

借⼊⾦額
2024年12⽉期

借⼊⾦額
Morgan Stanley 700 700
計 700 700

3. 保有する有価証券（トレーディング商品に属するものとして経理された有価証券を除く。）の取得
価額、時価及び評価損益

該当事項はありません。

4. デリバティブ取引（トレーディング商品に属するものとして経理された取引を除く。）の契約価額、
時価及び評価損益

(1) 先物取引・オプション取引の状況

該当事項はありません。

(2) 有価証券店頭デリバティブ取引の状況

該当事項はありません。

(3) 有価証券に関連しない店頭デリバティブ取引の状況

該当事項はありません。
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5. 財務諸表に関する会計監査⼈等による監査の有無

当社は2024年12⽉期の計算書類及びその附属明細書について、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、有限責
任監査法⼈トーマツ（会計監査⼈）の監査をうけており、同監査法⼈より無限定適正意⾒の監査報告書を受領してお
ります。なお、本業務及び財産の状況に関する説明書における経理の状況は、上記の計算書類に基づき記載内容を⼀
部追加・変更するとともに、様式を⼀部変更して作成しているものでありますが、この経理の状況そのものについて
は監査を受けておりません。

IV.管理の状況

1. 内部管理の状況の概要

(1) コンプライアンス体制

法令等諸規則及び社内諸規程に反する⾏為等を未然に防⽌し⼜は早期に発⾒し是正することを⽬的とし、法務・
コンプライアンス部を設置しており、同部はコンプライアンス・マニュアル及びコンプライアンス・モニタリン
グ・プログラム規程に基づいて常時点検を実施するほか、役職員の法令等諸規則及び社内規程等の徹底・遵守を
⽬的とする研修を実施しています。顧客からの相談及び苦情に対する具体的な取扱い⽅法については、当社では
社内規程等において幅広に苦情の定義を定め、該当がある場合には速やかに関連部署に報告がなされるよう内部
管理態勢を整えています。また、最低四半期に⼀度、経営陣および関係者間で情報共有が図られる態勢を構築し
ています。

(2) 内部監査体制

内部監査部の⽬的は、当社が直⾯するリスクを特定・評価し、当社の事業および機能における主要なリスクに対
するリスク管理、ガバナンス、統制の有効性について、独⽴的かつ客観的保証を適時に提供することです。

2. 分別管理等の状況

(1) ⾦融商品取引法第43条の2の規定に基づく分別管理の状況

該当事項はありません。

(2) ⾦融商品取引法第43条の2の2の規定に基づく区分管理の状況

該当事項はありません。

(3) ⾦融商品取引法第43条の3の規定に基づく区分管理（電⼦記録移転有価証券表⽰権利等に係るものを除
く。）の状況

該当事項はありません。

V. 連結⼦会社等の状況に関する事項

企業集団の構成「連結財務諸表の⽤語、様式及び作成⽅法に関する規則」（昭和51年⼤蔵省令第28号）第2条第3号
に規定する⼦会社及び同条第7号に規定する関連会社に該当するものはございません。

以上
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